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規

則

■群
馬
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
八
号

群
馬
県
公
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
公
舎
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
群
馬
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
退
居
」
を
「
退
去
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
を
「
（
退
去
届
等
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
退
居
す
る
」
を
「
退
去
す

る
」
に
、
「
退
居
し
よ
う
」
を
「
退
去
し
よ
う
」
に
、
「
公
舎
退
居
届
」
を
「
公
舎
退
去
届
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
退
居
す
る
」
を
「
退
去
す
る
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
四
号
中
「
退
居
」
を
「
退
去
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
入
退
居
」
を
「
入
退
去
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
三
号
中
「公

舎
退

居
届

」
を
「公

舎
退

去
届

」
に
改
め
、

「印

」
を
削
り
、
「退

居
し
ま
す

」
を
「退

去
し
ま
す

」
に
、
「退
居
年
月
日

」
を
「退

去
年
月

日

」
に
改
め
る
。

「退
居

「退
去

別
記
様
式
第
四
号
中

を

に
改
め
る
。

年
月
日

」

年
月
日

」

別
紙
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。令

和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
九
号

群
馬
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
群
馬
県
規
則
第
七
十
八
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
既
に
当
該
書
類
を
提
出
し

て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
類
」
を
「
同
項

第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
資
産
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
の
料
金
、
条
件
そ
の
他
そ
の
内

容
に
関
す
る
事
項
以
外
の
事
項
を
記
載
し
た
書
類
に
限
る
。
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を

加
え
る
。

た
だ
し
、
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
既
に
知
事
に
提
出
さ
れ
て
い
る
当
該
書

類
の
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
及
び
「平

成

」
を
削
り
、
「第

１
０
条
第
３
項

」
を
「第

１
０
条
第

４
項

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
三
号
及
び
別
記
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
注
２
中
「収

支
予
算
書

」
を
「活

動
予
算
書

」
に

改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
及
び
別
記
様
式
第
十
八
号
中

「

「

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

申
請
書
の
氏
名

申
請
者
の
名
称

を

に
改
め
、
「印

」

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

」

」

及
び
「平

成

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
九
号
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
二
号
ま
で
の
規
定
中

「

「

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

法
人
名

法
人
名

を

に
改
め
、
「印

」

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

」

」

及
び
「平

成

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
四
号
中

「

「

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）
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申
請
書
の
氏
名

申
請
者
の
名
称

を

に
改
め
、
「印

」

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

」

」

及
び
「平

成

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
号
中

「

「

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

申
請
書
の
氏
名

申
請
者
の
名
称

を

に
改
め
、
「印

」

（フ
リ
ガ
ナ

）

（フ
リ
ガ
ナ

）

代
表
者
の
氏
名

代
表
者
の
氏
名

」

」

及
び
「平

成

」
を
削
り
、

「

「

合
併
後
存
続
す
る
法
人
名
又
は
合
併

合
併
後
存
続
す
る
法
人
名
又
は
合
併

に
よ
っ
て
設
立
す
る
法
人
名

に
よ
っ
て
設
立
す
る
法
人
名

（代
表
者
名

）

（代
表
者
名

）

を

に

合
併
後
存
続
す
る
法
人
名
又
は
合
併

合
併
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
法
人
名

に
よ
っ
て
設
立
す
る
法
人
名

（代
表
者
名

）

（代
表
者
名

）

」

」

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
記
様
式
第
一
号
の
改
正
規

定
、
別
記
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
（
「第

１
０
条
第
３
項

」
を
「第

１
０
条
第
４
項

」
に
改
め

る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
別
記
様
式
第
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
十

七
号
か
ら
別
記
様
式
二
十
二
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
及
び
別
記
様
式
第
二
十
五
号
の
改

正
規
定
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
に
あ
っ
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
る
施
行
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
特
定
非
営
利

活
動
促
進
法
施
行
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
施

行
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
号

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
機
関
）

第
二
条

条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
県
の
機
関
は
、
群
馬
県
公
文
書
等
の
管
理

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
三
年
群
馬
県
規
則
第
八
十
五
号
）
第
三
条
各
号
に
掲
げ
る
機
関

と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
歴
史
的
な
資
料
等
の
範
囲
）

第
二
条
の
二

条
例
第
二
条
第
四
項
第
三
号
の
歴
史
的
若
し
く
は
文
化
的
な
資
料
又
は
学
術
研
究
用

の
資
料
は
、
群
馬
県
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
管
理
が
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
一
号

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
群
馬
県
規
則
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。
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第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
保
育
士
試
験
）

第
二
十
八
条

省
令
第
六
条
の
十
一
第
四
項
、
第
六
条
の
十
一
の
二
第
二
項
及
び
第
六
条
の
十
二
の

規
定
に
よ
る
申
請
は
、
法
第
十
八
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
す
る
者
（
こ
の
条

に
お
い
て
「
指
定
試
験
機
関
」
と
い
う
。
）
に
保
育
士
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
の
全
部
又
は

一
部
を
行
わ
せ
る
場
合
、
指
定
試
験
機
関
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
号
及
び
別
記
様
式
第
八
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
九
号
別
紙
以
外
の
部
分
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
別
紙
中
「氏

名

印

（自
署
又
は
記
名
押
印

）
」
を
「氏

名

（自
署

）
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
三
か
ら
別
記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
五
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削

る
。別

記
様
式
第
二
十
九
号
の
十
六
中
「平

成

」
及
び
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
十
一
号
か
ら
別
記
様
式
第
四
十
四
号
ま
で
、
別
記
様
式
第
四
十
六
号
、
別
記
様
式

第
四
十
九
号
、
別
記
様
式
第
五
十
一
号
及
び
別
記
様
式
第
五
十
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
十
二
号
の
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
二
号
の
三
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
四
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
十
四
号
の
三
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
五
十
四
号
の
四
中
「氏

名
印

」
を
「氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
五
十
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
五
十
九
号
の
六
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
六
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
十
号

削
除

別
記
様
式
第
六
十
一
号
中
「申

請
者
氏
名

印
」
を
「申

請
者
氏
名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
六
十
三
号
表
、
別
記
様
式
第
八
十
五
号
か
ら
別
記
様
式
第
八
十
七
号
ま
で
及
び
別
記

様
式
第
九
十
三
号
か
ら
別
記
様
式
第
九
十
七
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
同
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ

れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
百
十
二
号

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
四
年
群
馬
県
規
則
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

「

明
治

大
正

様
式
第
五
号
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
視
覚
障
害
用
）
総
括
表
中

を

昭
和

平
成

」

「

聴
覚
、
平
衡

に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書

音
声
、
言
語

」

「

「

明
治

機
能
、

大
正

障
害
用

総
括
表
中

を

に
改
め
、
「㊞

」
を
削

又
は
そ
し
ゃ
く
機
能

昭
和

平
成

」

」

り
、
「両

眼
失
明

」
を
「両

眼
視
力
障
害

」
に
、
「角

膜
混
濁

」
を
「緑

内
障

」
に
改
め
、
同
様
式

「

明

聴
覚
、
平
衡
機
能
、

大

身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書

障
害
用

（
別
紙
）
中

音
声
、
言
語
又
は
そ
し
ゃ
く
機
能

昭平

「

治正

を

に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
同
様
式
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書

和成

」

」

（
肢
体
不
自
由
用
）
総
括
表
、
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
脳
原
性
運
動
機
能
障
害
用
）
総
括

表
、
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
心
臓
機
能
障
害
用
）
総
括
表
、
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見

書
（
じ
ん
臓
機
能
障
害
用
）
総
括
表
、
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
呼
吸
器
機
能
障
害
用
）
総

括
表
、
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
ぼ
う
こ
う
又
は
直
腸
機
能
障
害
用
）
総
括
表
、
身
体
障
害

者
診
断
書
・
意
見
書
（
小
腸
機
能
障
害
用
）
総
括
表
及
び
身
体
障
害
者
診
断
書
・
意
見
書
（
免
疫
機

「

「

明
治
大
正

能
障
害
用
）
総
括
表
中

を

に
改
め
、
「㊞

」
を
削
り
、
「両

眼
失

昭
和

平
成

」

」
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明

」
を
「両

眼
視
力
障
害

」
に
、
「角

膜
混
濁

」
を
「緑

内
障

」
に
改
め
、
同
様
式
身
体
障
害
者
診

「

「

明
治

大
正

断
書
・
意
見
書
（
肝
臓
機
能
障
害
用
）
総
括
表
中

を

に

改

め

、

昭
和

平
成

」

」

「印

」
を
削
り
、
「両

眼
失
明

」
を
「両

眼
視
力
障
害

」
に
、
「角

膜
混
濁

」
を
「緑

内
障

」
に
改

め
る
。

様
式
第
八
号
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」

に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

様
式
第
十
七
号
（
そ
の
１
）
か
ら
（
そ
の
９
）
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
（
そ
の

「

「

明
・大

）
及
び
（
そ
の

）
中

を

に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

10

11

昭
・平

」

」

様
式
第
十
七
号
の
二
補
装
具
（
義
手
）
処
方
箋
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
補
装
具
（
車
椅
子
）

「

「

明
治
・
大
正

処
方
箋
中

を

に
、
「医

師
名

昭
和
・
平
成

」

」
印

」
を
「医

師
名

」
に
改
め
、
同
様
式
補
装
具
（
義
足
）
処
方
箋
及
び
補
装
具
（
装
具
）
処
方
箋
中

「

「

明
治
・
大
正

「印

」
を
削
り
、
同
様
式
補
装
具
（
電
動
車
椅
子
）
処
方
箋
中

を

昭
和
・
平
成

」

「

明
・

に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
補
装
具
（
座
位
保
持
装
置
）
処
方
箋
中

昭
・

」
「

大

を

に
改
め
、
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
眼
科
補
装
具
処
方
箋
中
「印

」
を

平

」

」

削
り
、
同
様
式
眼
科
補
装
具
（
眼
科
補
装
具
）
処
方
箋
中
「眼

科
補
装
具

（眼
科
補
装
具

）処
方

箋

」
を
「眼

科
補
装
具
処
方
箋

」
に
改
め
、
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
二
（
表
）
中
「氏

名

（名
称

）

印

」
を
「氏

名

（名

称

）
」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

様
式
第
三
十
三
号
の
三
（
表
）
中
「氏

名

（名
称

）

印

」
を
「氏

名

（名

称

）
」
に
改
め
、
備
考
３
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
群
馬
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正

前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
群
馬
県
身
体
障

害
者
福
祉
法
施
行
細
則
の
相
当
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

改
正
後
の
様
式
第
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
医
師
が
作
成
す
る
身
体
障

害
者
診
断
書
・
意
見
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
医
師
が
作
成
す
る
身
体
障
害
者
診
断
書
・

意
見
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

■
◎
群
馬
県
告
示
第
百
二
十
二
号

納
税
貯
蓄
組
合
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

納
税
貯
蓄
組
合
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

納
税
貯
蓄
組
合
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
群
馬
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
一
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◎
群
馬
県
告
示
第
百
二
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
告
、
縦
覧
、
閲
覧
及
び
謄
写
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
告
、
縦
覧
、
閲
覧
及
び
謄
写
に
関
す
る
規
程
の

一
部
を
改
正
す
る
告
示

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
規
定
に
よ
る
公
告
、
縦
覧
、
閲
覧
及
び
謄
写
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
年
群
馬
県
告
示
第
六
百
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
見
出
し
中
「
公
告
」
を
「
公
表
」
に
改
め
、
同
条
中
「
公
告
は
」
を
「
公
表
は
」
に
、

「
群
馬
県
報
に
登
載
し
て
」
を
「
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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訓

令

■
群
馬
県
訓
令
甲
第
七
号

県

庁

地
域
機
関

専
門
機
関

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

群
馬
県
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
群
馬
県
訓
令
甲
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
中
「
部
の
長
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推
進
監
」

を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
そ
の
旨
を
示
さ
な
け
れ
ば
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
の
表
中
「
技
監
」
の
下
に
「
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
推

進
監
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
ぐ
ん
ま
総
合
情
報
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
八
ッ
場
ダ
ム
水
源
地
域
対
策
事
務
所

の
項
中
「
副
所
長
。
副
所
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
所
長
及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、

主
務
係
長
」
を
「
次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
近
代
美
術
館
の
項
中
「
副
館
長
。
副
館
長
が
不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
館
長
及
び
次

長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
を
「
次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
に
改

め
、
同
表
館
林
美
術
館
の
項
中
「
副
館
長
。
副
館
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
を
「
次
長
。

次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
に
改
め
、
同
表
歴
史
博
物
館
の
項
中
「
副
館
長
。
副
館
長
が

不
在
の
と
き
は
、
次
長
。
副
館
長
及
び
次
長
が
共
に
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
を
「
次
長
。
次

長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
に
改
め
、
同
表
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
の
項
中
「
副
館
長
。
副

館
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
を
「
次
長
。
次
長
が
不
在
の
と
き
は
、
主
務
係
長
」
に
改
め

る
。別

記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
り
、
注
２
を
削
り
、
注
３
を
注
２
と
す
る
。

別
記
様
式
第
七
号
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

氏
名

印
氏

名

別
記
様
式
第
八
号
中

を

に
改
め
る
。

」

」

別
記
様
式
第
九
号
及
び
別
記
様
式
第
十
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
二
の
二
中
「所

属
長
印

」
を
「所

属
長

」
に
、
「従

事
者
確
認
印

」
を
「従

事
者
確
認

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
三
中
「所

属
長
印

」を

「所
属
長

」
に
、
「押

印
を
も
つ
て
確
認
す
る
も
の

で
あ
る

」
を
「確

認
し

そ
の
旨
を
示
す

」
に
改
め
る
。

、

別
記
様
式
第
十
号
の
五
及
び
別
記
様
式
第
十
号
の
六
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
七
中

「

所
属
長
印

を

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
指
定
簿

所
属

職
氏
名

」

「

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
指
定
簿

様

に
、

所
属
長

」

「２
職
員
の
意
向

「時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
を
申
し
出
な

い
こ
と

」

本
人
印

を
」

令和３年３月３１日（水） 群 馬 県 報 号 外 （第２１号）
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「２
職
員
の
意
向

□
時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
を
申
し
出
な
い
こ
と
に
つ

に
改
め
、

い
て

職
員
本
人
に
確
認
済

」

、

同
様
式
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４

「２
職
員
の
意
向

」欄
は

時
間
外
勤
務
代
休
時
間
の
指
定
を
希
望
し
な
い
旨
を
申
し

、

出
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
職
員
に
確
認
し
た
上
で

□
に
✔
点
を
記
入
す
る
こ
と

、
。

別
記
様
式
第
十
号
の
八
中
「本

人
印

」
を
「申

告
者

」
に
、
「所

属
長
印

」
を
「所

属
長

」
に
、

「

「

申
告
者

申
告

年
月

日
印

を

に
、

」

申
告
日

年
月

日

」

「

「

所
属
長

割
振
り

年
月

日
印

を

に
改

」

割
振
日

年
月

日

」

め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
十
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
号
の
十
一
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
中
「印

」
を
削
り
、
同
様
式
注
３
中
「総

務
企
画
係
長

」
を
「総

務
・
決
算

係
長

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
二
中
「所

属
長
印

」
を
「所

属
長

」
に
、

「

「

氏
名

印
氏

名

を

に
改
め
、
同
様
式
注
７
中
「総

務
企
画
係

」

」

長

」
を
「総

務
・
決
算
係
長

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
一
号
の
三
中
「所

属
長
印

」
を
「所

属
長

」
に
、

「

「

氏
名

印
氏

名

を

に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
「総

務
企
画
係

」

」

長

」
を
「総

務
・
決
算
係
長

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
二
号
か
ら
別
記
様
式
第
十
二
号
の
四
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
三
号
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
３
を
削
り
、
同
様
式
裏

「請
求

「請
求

「庶
務

「所
属

「所
属

面
中

を

に
改
め
、

を
削
り
、

を

に
改
め
る
。

者
印

」

者

」

担
当
印

」

長
印

」

長

」

別
記
様
式
第
十
三
号
の
二
か
ら
別
記
様
式
第
十
四
号
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
二
の
二
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改

め
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
三
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
４
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
四
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
六
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
、
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
七
表
面
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
注
３
を
削
り
、

「請
求

「請
求

「庶
務

「所
属

「所
属

同
様
式
裏
面
中

を

に
改
め
、

を
削
り
、

を

に

者
印

」

者

」

担
当
印

」

長
印

」

長

」

改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
の
八
表
面
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

「請
求

「請
求

「庶
務

「所
属

「所
属

を

に
改
め
、

を
削
り
、

を

に
改
め
る
。

者
印

」
者

」

担
当
印

」

長
印

」

長

」

別
記
様
式
第
十
四
号
の
九
及
び
別
記
様
式
第
十
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
の
二
表
面
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

「申
請

「申
請

「庶
務
担

「所
属

「所
属
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を

に
改
め
、

を
削
り
、

を

に
改
め
る
。

者
印

」

者

」

当
者
印

」

長
印

」

長

」

別
記
様
式
第
十
五
号
の
三
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
の
四
表
面
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

「申
請

「申
請

「庶
務
担

「所
属

「所
属

を

に
改
め
、

を
削
り
、

を

に
改
め
る
。

者
印

」
者

」

当
者
印

」

長
印

」

長

」

別
記
様
式
第
十
五
号
の
五
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
の
六
及
び
別
記
様
式
第
十
五
号
の
七
中
「氏

名
印

」
を
「氏

名

」

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
十
五
号
の
八
か
ら
別
記
様
式
第
十
五
号
の
十
ま
で
の
規
定
中
「印

」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
十
六
号
中
「印

」
を
削
り
、
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

別
記
様
式
第
十
七
号
中
「印

」
を
削
り
、
注
２
を
削
り
、
注
１
を
注
と
す
る
。

別
記
様
式
第
二
十
号
中
「印
」
を
削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
一
号
中
「印
」
を
削
り
、
同
様
式
注
３
中
「２

部

」
を
削
り
、
同
様
式
注
４
を

削
る
。

別
記
様
式
第
二
十
二
号
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

印
備
考

備
考

別
記
様
式
第
二
十
四
号
中

を

に
改

」

」

め
る
。

別
記
様
式
第
二
十
五
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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